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ゴ ル フ 場 利 用 税 の 話 題
　郡山法人会々員の皆様も「ゴルフ愛好家」は多いと思いますが、テレビ報道ではアベノミク

ス好調の安倍首相、夏休みは政財界大物とのゴルフ三昧のようである。

　青木、樋口、尾崎兄弟、タイガーウッズ、そして遼くんと藍ちゃん…還暦も過ぎたがゴルフク

ラブを握ったことのない小生でも名前が出てくる有名プレイヤー達、スポーツとしてのゴルフ

で最近の話題は何と言っても松山選手の活躍と2016年のオリンピック競技種目となった事
であろうか。勤務先である青木会計グループが発行する「青木会計通信」の平成25年2月号
に「廃止？ 存続？ ゴルフ場利用税」という記事がある。

　衆院選で圧勝した自民党が政権を奪還し、平成25年度税制改正を巡る議論も自民党税制
調査会のもとに改めて行われることとなりました。税制改正大綱は通常12月中に決定されま

すが、選挙が行われた影響で例年より遅れているため、急ピッチで議論を行い、1月中には大綱を決
定するとしています。

　議論となっているのは、消費税率引上げ時の低所得者対策や住宅購入支援策、所得税の最高税率引上げ、相続税の基
礎控除引下げなどですが、ゴルフ関係者や愛好家が気になるのは文科省の税制改正要望に盛り込まれた「ゴルフ場利
用税の廃止」の行方でしょう。

　ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に対して都道府県が課す地方税で、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村に

交付されており、税収は年間約550億円。

　もともと、1954年に創設された娯楽施設利用税として、パチンコ・麻雀店などとともに課税されることになり、

1989年の消費税導入によって娯楽施設利用税は廃止されましたが、ゴルフ場の利用は単独税として残されています。

　ゴルフ関連団体は、かねてよりゴルフ場利用税に対し「世界に例を見ないスポーツ課税」「消費税との理不尽な二重課
税」として撤廃運動を展開しており、文部科学省も、①消費税との二重課税の解消、②スポーツの中で2016年のオリン

ピック競技種目であるゴルフのみに対する課税の解消などを廃止の理由として挙げています。

　一方、地方税を所管する総務省や地方自治体は、ゴルフ場利用税は地方自治体、特に財源が乏しく山林原野が多い市
町村の貴重な財源であり、これに代わる財源も考えられないことから、同税の廃止は適当でないとして反発の声を強め

ています。

　また、ゴルフ場が都道府県や市町村における各種行政サービス（アクセス道路、上下水道、ごみ処理、環境衛生等）と

密接な関係を有しているほか、その利用者の支出行為には十分な担税力が認められることなどから課税されているも

のであると主張しており、攻防はまだまだ続きそうです。

　ご承知のとおり平成25年度税制改正法案は、すでに平成25年3月30日に公布され、続いて所得税法等の一部を改
正する法律案も同5月31日に公布されたが、ゴルフ場利用税の廃止は実現をみなかった。

　業界HPをのぞくと、日本ゴルフ場事業組合の理事長は昨年まで自民党の安倍晋三総裁だったそうで、民主党政権に

対してゴルフ場利用税廃止の圧力をかけていたとのこと、政権交代となったのに手のひらを返された形となった業界関
係者は7月30日に全国121万人ゴルファーの署名を総務大臣に手渡し、47都道府県庁に対しても陳情を行うといった

ゴルフ場利用税廃止運動が展開されたとのことである。　
　ちなみに福島県ではゴルフ場が11の等級に判別され1人1日350円から1,200円のゴルフ場利用税が課税されて

いる。（18歳未満と70歳以上の利用者は非課税）震災前の平成22年度、県下62のゴルフ場が県に納めた納税額は約8
億2千万円だそうで、震災後は原発事故による風評被害で30％の税収減が見込まれていることから福島県が東京電力
に対して賠償請求する方向との記事もみられる。

（筆者注釈）ゴルフ場利用税相当額は軽油取引税や入湯税と同じく消費税法上の不課税取引です。

東北税理士会郡山支部
税理士 髙守　誠一

税のミニ通信
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税務署ニュース 非課税口座内の少額上場株式等に係る
配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
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　安全功労者総務大臣表彰を受けた田村市立大越中学校消防クラブに対する記念品贈呈式が８
月２６日大越中学校において行われた。

　大越中消防クラブは、地域の火災予防に献身的に尽力していることが認められ、安全功労者総
務大臣表彰を受賞した。これを受け、受賞記念及びクラブ活動の後押しをしようと、渡辺善隆田村
支部長と石井辰男副支部長（大越地区会長）より、中心メンバーの生徒へデジタル一眼レフカメラ
と望遠レンズなどのセットを手渡した。板橋健一校長が謝辞を述べた。

　大越中消防クラブは平成六年の設立で全校生徒の１６０名が所属している。９月に田村市総合運
動公園で開かれる田村地方自衛消防操法大会、１１月に東京ドームで開かれる消防団１２０年・自治
体消防６５周年記念大会で放水演技を披露することになっている。

　青年部会では、異業種交流を通じ、次代を担う経営者のための育成や研修、社会貢献活動を中
心に事業を行っています。
　また、小学生を対象にした社会貢献活動・租税教室は、地域社会にとってその行動力が大きな役
割を果たしています。

　　部 会 長　廣川　寛　　㈱廣川鉄工所
　　部会員数　３３名
　　年 会 費　10,000円
　　会員資格　郡山法人会会員企業で50歳未満の経営者及び幹部

お問い合わせ先：事務局　郡山市虎丸町１４－２　ＴＥＬ：０２４－９３３－７７７７
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大越中学校へカメラを寄贈大越中学校へカメラを寄贈

公益社団法人郡山法人会　青年部会員

社会貢献活動

新入部会員を募集しています！新入部会員を募集しています！

記念品贈呈（前列右から）渡辺支部長、三浦さん、篠崎さん、塚原さん。
石井副支部長（後列右から３人目）


